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長 野 県 森 林 づ く り の
費 用 負 担 を 考 え る 懇 話 会

平成１９年６月１８日 説明資料

Ⅰ 森林の現状と課題
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長野県の森林
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広葉樹

42%
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サワラ
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その他

針葉樹

2%

民有林
（立木地）
656千ha

森林面積 １０５万６千㌶（森林率 ８割）
国有林 ４割 民有林 ６割

針葉樹 ６割 広葉樹 ４割
人工林率 ４９％

森林の果たしている役割

「緑の社会資本」である森林

県土の保全

水源のかん養

地球温暖化の防止

保健休養の場の提供

生活環境や自然環境を守る

木材等の林産物の供給 など

森林の公益的かつ多面的な機能 ３兆６８１億円
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森林に対する県民の期待
「緑の社会資本」である森林
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自然災害を防ぐ土砂の流出防止

地球温暖化の防止

水源のかん養

森林セラピーなど
保健休養の場としての利用

子供たちなどの
教育の場として利用

木材等林産物の供給

グリーンツーリズムなどの
観光資源として利用

その他
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森林・林業の現状と課題
本県の森林は今・・・
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整備が必要な人工林
本県の森林は今・・・
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１１～６０年生

約３０万ｈａ
間伐必要面積

２５万１，４００ｈａ

森林・林業の現状と課題

本県の森林は今・・・

木材
価格
低迷

木材
価格
低迷

作業
経費
増嵩

作業
経費
増嵩

林業
生産
活動
停滞

林業
生産
活動
停滞

過疎化過疎化 高齢化高齢化

林業従事者の減少林業従事者の減少

林業の
採算性
が悪化

林業の
採算性
が悪化

不在村化・世代交代不在村化・世代交代

×森林の適正管理×

×木材の安定供給×

鳥獣被害増加

管理放棄増加

森林機能の低下
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本県の森林は今・・・

社会全体の共通の財産としての森林

森林所有者の森林

木材等の

林産物の供給
県土の保全等

公益的機能の発揮

木材価格

の低下等

機能低下

の懸念

森林への

県民の期待

手入れ不足

管理放棄

本県の森林は今・・・

社会全体の共通の
財産としての森林

多面的機能の持続的な発揮
県土の保全、水源のかん養、

自然環境の保全、地球温暖化の防止、

木材等の林産物の供給、公衆の保健

　　　　　　　　　　　　　　など
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Ⅱ 森林づくりの取組等

森林づくり条例の制定

森林づくりの方向性

森林づくり指針の策定

森林が持続可能な社会を支える基盤であり、社会全体の共通
の財産であることに かんがみ、その機能が持続的に発揮され
るよう、それぞれの地域において、県民の理解と主体的な参加
の下で、森林づくりを行う。

本県の目指すべき森林の姿と、その実現に向けた森林づくり
に関する施策を推進するための基本指針の策定
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めざす森林の姿
森林づくりの方向性

針葉樹人工林を

主体とする森林

長期にわたり資源が
循環する森林に誘導

針葉樹と広葉樹が適度
に混交する森林に誘導

針葉樹と広葉樹が適度
に混交する森林に誘導

針葉樹林、
広葉樹林、

針広混交林が

バランスよく配置された

多様性の
ある森林

循環林 保全林 自然推移林

森林づくりの展開方向

第１段階（現在から概ね２０年間）
　　【強度間伐を中心とした健全な森林づくりの重点実施期間】

第２段階（概ね３０年間）
　　【単純な一斉林から多様性のある森林への誘導段階】

５０年後
　　【整備、利用、再生等が循環に行われる段階への移行期】

森林づくりの方向性

２２世紀
　　【針広混交林が成熟し多様性のある森林が支える森林社会の実現へ】
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信州の森林づくりアクションプラン
森林づくりの取組状況
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計 画

実 績

達成目標　251,400ha

５年間で86,000ha

第６期間伐総合対策

　　　平成27年度までに長野県の民有林における間伐すべき森林、

　　　　　　　　県土の５分の１にあたる251,400ヘクタールすべてを手入れします。

信州の森林づくりアクションプラン
森林づくりの取組状況

間伐材の搬出・利用を促進

◆高性能林業機械

◆素材生産量

整備台数 ７５台（H15）
→ １８０台（H27）

年間 ２４５千ｍ３（H15）
→ ３３５千ｍ３（H27）

◆木造住宅
（信州の木を５０％以上利用し、助成等を活用）

◆ペレットストーブ

年間 ６６戸（H15） → １，０００戸（H27）

整備台数 １５０台（H15）→ ３，７００台（H27）

8



9

森林整備を着実に進めるために

Ⅰ　計画間伐の推進
①　市町村や森林組合との協働
　　 による計画的な間伐の推進

Ⅱ　実行体制の整備 ①　担い手の確保・育成

②　機械化や道路網の整備

森林づくりの取組状況

Ⅲ　間伐材の利活用 ①　間伐材の利活用の推進

森林整備を着実に進めるために
森林づくりの取組状況

②　効率的な事業の実施

③　新たな財源の確保

①　国庫補助金の確保Ⅳ　財源の確保
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他県の取組状況

森林づくりのための新たな財源確保

◆森林整備等を目的とした独自課税
個人・法人県民税均等割の超過課税方式で２４県が導入

県内における取組

◆流域あげての連携
水源林の整備として上流地域と下流地域が連携
基金等により上流域の森林整備事業に対して支援

◆企業との連携
企業が森林の里親として森林整備の資金や労働力を提供

みんなで支える森林づくり

森林づくりのための新たな財源確保

すべての県民が森林のもつ様々な機能の恩恵を享受

森林を健全な姿で次の世代に引き継ぐために

県民全体で支 え る森林づ く り
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Ⅲ 今後の進め方

今後の取組

長野県森林づくりの費用負担を考える懇話会

第１回
6／18

第２回
7／24

第３回
8／22

第４回
10／30

県民の皆様の意見
パブリックコメント、
地域説明会、シンポジウム など

提言
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